
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，地域的な共同活動のための不動産又

は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として，次のとおり認可したの

で，同条第１０項の規定により告示します。 

  令和元年９月２５日 

京都市長 門川 大作   

１ 団体の名称 

  安土町町内会 

２ 規約に定める目的 

会は，会員の自覚と責任において民主的運営によって，会の環境の維持と住民の福利

厚生および文化の向上ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とし，次の事業を行

う。 

  会の環境および諸施設の維持・改善に関すること。 

   会員の福利厚生および文化向上に関すること。 

   会員の融和・親睦に関すること。 

   会員の健康保全に関すること。 

   その他，会の目的を達成するために必要と認めたこと。 

３ 区 域 

京都市下京区安土町６１２番地，６１４番地，６１６番地，６１８番地，６１８番地

２，６２０番地，６２１番地，６２２番地，６２３番地３，６２４番地，６２５番地１，

６２６番地，６２７番地，６３０番地１，６３０番地４，６３２番地，６３３番地，６

３５番地，６３６番地，６３７番地２，６４３番地，６４３番地３，６４５番地，６４

５番地１，６４５番地２，６４５番地３，６４５番地４，６４５番地５，６４６番地，

６４６番地１，６４６番地２，６４６番地３，６４６番地４，６４６番地５，６４６番

地６の区域 

４ 主たる事務所 

  京都市下京区御幸町通五条上る安土町６３３番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

櫻田 豊 

京都市下京区御幸町通五条上る安土町６３３番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

 

３４３



８ 認可年月日 

  令和元年９月１７日 

（文化市民局地域自治推進室） 


